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サポートセンターのキャラクターが完成しました！ 名前を募集中です

県内商業地下落､繁華街で顕著

出生数 87 万人過去最少､日本の総人口は 42 万人減少　他

［売買］増築部分の建築確認申請がされていないことを錯誤理由とした契約無効の主張
［賃貸］築後 57 年を経過した木造平屋戸建て住宅の貸主からの解約告知

賃貸物件の火災保険のことなら､宅建ファミリー共済にお任せください！

静岡県労働金庫、三島信用金庫

｢相続放棄｣ 手続や注意点 借金を引き継がぬために　他

経済センサス活動調査にご協力ください！

給与のデジタル払い足踏み、今春解禁に暗雲 連合が反対
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静岡駅に向かう地下街の空き店舗。収益悪化に悩む商店が増

加している＝23日午後、静岡市葵区
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取引（売買）紛争の事例と解決

増築部分の建築確認申請が行われていないことを錯誤理由とした
契約無効の主張が棄却された事例　（東京地判：Ｈ30.6.18）

　平成 28 年 2 月 19 日、買主Ｘ（原告・個人）は、売
主Ｙ（被告・個人）との間で、媒介業者Ａを介して、
本件土地建物について、下記内容の売買契約（本契
約）を締結し、同日、Ｘは、Ｙに手付金を支払い、
Ｙは、Ｘに本件土地建物を引き渡した。
【契約の概要】売買代金 1850 万円、手付金 30 万円、�
残代金 1820 万円（平成 28 年 10 月 31 日）。特約：売主
は、本契約締結後、買主が本件建物に居住する事を
承諾するが、買主は、残代金支払予定日まで、月額
4万円を売主の指定口座に前月末までに支払う事と
し、当該支払代金は売買代金の一部とする。残代金
支払予定日は厳守し、その支払が不可能な場合は手
付金及びそれまで支払った金員は売主のものとし、
本契約は解除される。その場合、買主は、残代金支
払予定日から 1週間以内に本件建物から立ち退く。
　Ｘは、Ｙに対し、平成 28 年 10 月 31 日までに、特�
約に基づき、同年 3月分から 10 月分までの各月額 4 �
万円の合計 32 万円を支払ったが、残代金支払予定日�
に残代金を支払わなかった。
　そこで、Ｙは、Ｘに対し、平成 28 年 11 月 4 日に
書面で、本件売買契約に基づく売買代金から手付金�
30 万円及び上記の既払金 32 万円を控除した残額
1788 万円を、同書類到達後 1週間以内に支払うよう�
催告し、同書面は同月 5日にＸに到達した。
　その後、Ｙは、Ｘに対して、平成 28 年 12 月 16�
日、本件建物から退去して本件土地を明け渡すこと
を求める訴え（前訴）を提起した。
　前訴において、Ｘは、本件建物は経年劣化が進ん
でいて、近い将来に本件建物全体が倒壊する危険が
あるとした上で、これらの瑕疵は一般に経年劣化と
して受忍すべき限度を超えるものであるから、本契
約の締結に際し、Ｘは、Ｙに対して説明義務を負う
ところ、Ｙはこれらの瑕疵を売買契約書に記載せず、
説明もしなかったとして、本契約に係るＸの意思表
示は錯誤により無効である旨主張した。
　裁判所は、平成 29 年 10 月 26 日、本契約に無効を�

来すような動機の錯誤がＹにあったとはいえないと
して、Ｘの主張をいずれも排斥し、Ｘに対し、本件
建物からの退去と本件土地の明け渡しを命ずる判決
を言い渡した。Ｘは、これに控訴せず、同判決は、
同年 11 月 14 日に確定した。
　Ｘは、平成 29 年 11 月 15 日、本件建物の増築部分�
について建築確認が行われていないにもかかわら
ず、ＹがこれをＸに説明しなかったから、本契約は、
Ｙの詐欺により錯誤に陥って締結されたものであ
り、無効であると主張し、本訴を提起したが、Ｙは、
前訴判決に基づく強制執行の申し立てにより、平成
29年 12月 20日、本件土地建物の引き渡しを受けた。

　裁判所は、買主Ｘの請求をいずれも棄却した。
　（本契約は錯誤により無効か）
　Ｘは、本契約締結前に本件土地建物を現地で確認
した際に、物干し場等が簡易な工作物である事を認
識したと認められ、一般に簡易な工作物を建物建築
後に設置する際には建築確認を受けない事が少なく
ないのが実情と考えられる事からすれば、本契約に
おいて、物干し場等が建築確認を受けていることが
本契約の内容となっていたと認める事ができない。
　また、本契約の特約として、経年劣化及び性能低
下等がある事を承諾する事に合意している事、本件
建物の築年数、売買代金等に鑑みると、物干し場等
に経年劣化が生じていない事が本契約の内容になっ
ていたと認めることができない。よって、本契約の
無効を来すような動機の錯誤があったという事はで
きず、本契約が無効であるとはいえない。
　（Ｙの説明義務について）
　本契約において、物干し場等が建築確認を受けて
いない事や建物の腐食等の状況を認識していれば、
Ｘが本契約における意思表示をしなかったであろう
とは認めがたく、売主であるＹには、物干し場等に
ついて建築確認が行われていない事等をＸに説明す
べき義務があるとはいえず、買主Ｘの主張は、その
前提において失当であり、採用することができない。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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取引（賃貸）紛争の事例と解決

築後57年を経過した木造平屋戸建て住宅の貸主からの解約告知に
正当事由は認められないとされた事例　（東京地判：Ｒ01.12.12）

　亡Ａは、所有していた木造平屋建て戸建住宅（本件�
建物）について、昭和 37 年 7 月 16 日亡Ｂとの間で、
使用目的を居住用、賃貸期間を 2年間、賃料を 23
千円と定めて本件賃貸借契約を締結し、貸し渡した。
　本件賃貸借契約は、法定更新により継続され、こ
の間賃料は、平成 15 年 2 月分から 92 千円に増額さ
れた。また相続により賃貸人の地位は、亡Ａの長男
妻Ｘ（原告）に、賃借人の地位は、亡Ｂの妻Ｙ 1及び
長女Ｙ 2（被告ら）に承継されている。
　Ｘは、平成 29 年 7 月 6 日にＹらに到達した内容証�
明郵便をもって、本件賃貸借契約を平成 30 年 1 月 6 �
日限り、解約する旨の本件解約告知をした。
　Ｘは、Ｙらがこれに応じないことから、本件建物
の明渡しと、平成 30 年 1 月 7 日から明渡し済まで賃�
料相当額の支払いを求め、本件を提訴した。なお、
Ｘは口頭弁論期日において、立退料として 840 万円
又はこれと各段相異のない範囲において裁判所が認
定する相当額の金員を提供する旨を述べた。
　（Ｘの主張）（1）本件建物は、築後 57 年を経過した�
木造平家建て建物であり、耐用年数を優に超過して
老朽化が著しく、評価額は 29 万余円である。また、
旧耐震基準の建物であるため、大地震の際には倒壊
の危険性もあり、これを地震に耐え得る強度にする
には相当大規模な修繕が必要となり、多額の費用が
かかって不合理であるから、建替えの必要性がある。�
（2）Ｙらが 8～ 10万円の家賃で居住し得る物件は、周�
辺にも複数あるし、Ｘには代替物件を提示する用意�
もある。また、Ｙらは、Ｙ 1の疾病を挙げるが、Ｙ 1 �
は、喫煙や従前と同じ様子で出歩くなど、転居困難
というまでの重篤な疾病にあるとはいえず、転居が
取り返しのつかない事能に至るとの主張は、過剰評
価と言わざるを得ない。また、本件建物から通院先
へのアクセスが特段良いわけでもない。
　（Ｙらの主張）（1）本件建物は、経年による陳腐化
は否定できないものの、東日本大震災の際にも、取
り立てて大きな被害はなかったし、一級建築士の意

見書によれば、早急に耐震補強工事や建替工事を要
する状況になく、比較的平易且つ安価の補強が可能
である。（2）Ｙ1は、昭和9年生まれの高齢である上、�
79 歳時に心臓カテーテル手術を受け呼吸器に問題
があり、健康面で様々な大きな不安を抱えており、
転居は大きな精神的・身体的な負担を課すことにな
りかねず、取り返しのつかない事態を招きかねない。

　裁判所は、貸主Ｘの請求を全て棄却した。
　（正当事由の有無の検討）
　我が国の木造建物には旧耐震基準の建物が多数あ
ると考えられ、その全てが現在直ちに建て替える必
要があるといえるものではない。そして、一級建築
士の意見書によれば、本件建物は、新築当時、建築
確認及び完了検査を受けた建物で、全体的に壁量が
多いことから平成 12 年改正後の壁量に関する基準
に準じている可能性が高く、仮に適合しない場合に
も、同基準に示された補強は比較的平易に行い得、
東日本大震災を含む地震等による損傷の跡は殆ど見
当たらないとされ、これらのことから、現況のまま
で、ある程度の規模の地震には対応することができ、
早急な耐震補強工事や建替工事が必要とはいえない
とされている。同意見は、専門家によるものであり、
その内容に不合理なところは見当たらない。
　Ｙ 1の疾病のうち、特に肺気腫の進行は著しく、
医師から風邪でも生命に関わる事態になるとの注意
喚起がされる状況にある。そして、Ｙ 1が、既に平
均寿命に相応する老齢にあることをも考慮すると、
長年住み慣れた本件建物からの転居が生命・身体に
関わる事態を引き起こすのではないかという懸念に
は、社会通念上客観的にみて合理的な根拠があると
いうことができ、Ｙ 1には、本件建物につき、極め
て高い自己使用の必要性があるというべきである。
　一方、Ｘの建替計画は、Ｘ自身が直接使用すると
いうものでもなく、立退料による正当事由の補完を
検討するまでもなく、本件解約告知に正当事由があ
ると認めるのは困難である。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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お 知 ら せ

2021年₂月　宅建ローン等の実績　（2/1〜2/28）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 34 46 59 ― 139件
金額 43億4,560万円（新築戸建114、中古戸建18、新築マンション₁、中古マンション₆）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 3 0 ― 3件

金額 7,323万円（土地購入新築₁、新築戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 2 0 0 1 3件
金額 4,590万円（中古戸建₃）
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2021年₁月23日〜₂月28日の新入会者・退会者　第₇回理事会（2021年₃月31日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

㈱アイム 依田　雄一 岩崎衣久江 410-0046 沼津市米山町1–5 055-925-5358 正会員 国土交通大臣
（1）9853 東 部

㈱ゴールデンエステート 渡邊　　仁 山入　秀俊 417-0061 富士市伝法3087–2Grow�Richビル1階 0545-67-8088 正会員 静岡県知事（1）14410 東 部

㈱松栄 髙松　直人 土屋　浩一 418-0071 富士宮市東阿幸地845–2 0545-25-6000 正会員 静岡県知事（1）14402 東 部

㈱ゼロ企画　富士支店 根上　　巧 小野　隆司 417-0862 富士市石坂452–5 0545-88-1443 準会員 静岡県知事（4）12448 東 部

㈱コハラビル 小原　栄哲 田代　一裕 420-0839 静岡市葵区鷹匠3–14–16 054-247-1967 正会員 静岡県知事（1）14390 中 部

㈱大恵 法月　邦安 鈴木　孝好 425-0052 焼津市田尻1786–1 054-624-2906 正会員 静岡県知事（1）14385 中 部

㈱みつばち不動産 大畑新之介 大畑新之介 426-0037 藤枝市青木1–21–1 054-645-6328 正会員 静岡県知事（1）14407 中 部

㈱ゆめのき住まい 五十嵐美紀 五十嵐美紀 425-0086 焼津市小土314–10 054-687-8289 正会員 静岡県知事（1）14398 中 部

アルハウス㈱ 加藤　拓也 山本　敏之 435-0028 浜松市南区飯田町507 053-467-5000 正会員 静岡県知事（1）14408 西 部

ＭＨプランニング㈱ 三輪　徳博 松島　義和 434-0014 浜松市浜北区本沢合1013 053-545-3581 正会員 静岡県知事（1）14400 西 部

スカイポートベース㈱ 齋藤　勝巳 齋藤　美乃 433-8117 浜松市中区高丘東1–2–39 053-414-5557 正会員 静岡県知事（1）14404 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部
㈲友栄

中 部
㈱アーバン地所

西 部
㈲榎本不動産

西 部

遠州鉄道㈱遠鉄の不動産
浜松東店

時田不動産商店 ㈱スズキビジネス　
静岡営業所 桂住宅㈱ しん不動産

2021年₃月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
３月４日 本部・支部 第４回 会務運営協議会（Web会議）
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
９日 名古屋 中部圏流通機構�理事会 （受講者69名）
11日 本部・支部 第７回 理事会（Web会議）

　①県とのサテライトオフィス誘致に関する協定締結
　②役員旅費のネット決済導入
　③令和３年度 収支予算
　④入会審査基準の一部改正　他

17日 本　部 相談員研修会（Web会議）
18日 沼　津 取引士法定講習（自宅学習） （証交付60名）
19日 本　部 会計帳票検査
22日 静　岡 静岡市との「地方創生の推進」に向けた連携協定
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
25日 静　岡 取引士法定講習（自宅学習） （証交付68名）
〃　 東京他 取引士試験事務総括会議（Web会議）
〃　 名古屋 東海不動産公正取引協議会�理事会
26日 本　部 サポートセンター�取締役会
29日 本　部 IT活用特別委員会

平日毎日 本　部 定例相談�（受付総数） （来館相談17件、電話相談299件）
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